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「９６Ａ、非常ブザー扱い」に関する申し入れ 

 

 ３月１８日、のぞみ９６号、品川駅発車時にＪＲＣＰ社員による「非常ブザー扱い」

があった。しかも、運転士と車掌長及び後部車掌が連絡電話にてＵＳＢ扱いの対応をし

ている間に、ＪＲＣＰ社員が非常ブザーのリセットを行った。 

今回の「非常ブザー扱い」は、ＪＲＣＰ社員が非常ブザーリセット後に車掌長に連絡

しており、運転士が非常ブザー扱いを知ったのは、品川駅発車後であった。 

ＪＲＣＰのマニュアルでは「非常ブザーリセット後」に車掌長に連絡するとなってい

る。これでは、今後も同様の事象が起きる可能性があり安全上問題であると考える。 

よって、下記の通り申し入れるので早急に団体交渉の場を設定すること。 

 

                   記 

 

１．３月１８日、のぞみ９６号、品川駅発車時にＪＲＣＰ社員による「非常ブザー扱い」 

  事象について、時系列で明らかにすること。 

 

２．ＪＲＣＰ社員による「非常ブザー扱い」があり、運転士と車掌長及び後部車掌は「非 

  常ブザー扱い」の事象を知ったのは、品川駅発車後であった。その原因と対策を明 

  らかにすること。 

 

３．ＪＲＣＰ社員の「非常ブザー扱い」のマニュアルを明らかにすること。 

 

４．ＪＲＣＰ社員の「非常ブザー扱い」のマニュアルに問題はないのか、会社の見解を 

明らかにすること。 

 

５．ＪＲＣＰ社員の「非常ブザー扱い」のマニュアルでは、「非常ブザーリセット後に

車掌長に連絡すること」になっているのか、明らかにすること。 

 

６．５項の取扱いマニュアルでは、安全上問題であると考える。この取扱いを「非常ブ

ザー扱い後、直ちに車掌長に連絡すること」に変更すること。 

 

７．「非常ブザー扱い」時、運用指令は、列車を特定できるのか明らかにすること。 
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８．移動禁止の指示で「駅等で停車中に非常ブザーが扱われたとき」、運用指令が列車 

を特定できるとすれば、運転士に対し「移動を禁止する」指示をすること。 

                                               

 以上 


